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「
所
労
」
の
諸
相

曽
　

我
　

良
　

成

は
じ
め
に

　

医
療
技
術
の
進
歩
し
た
現
代
に
お
い
て
も
、
病
気
は
我
々
を
悩
ま
す
問
題
で
あ

る
。
こ
れ
が
、
昔
の
人
々
と
な
る
と
、
そ
の
恐
怖
た
る
や
想
像
に
難
く
な
い
。
平

安
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
の
人
々
が
、
各
種
の
病
気
を
「
所
労
」
と
い
う
用
語

で
表
記
し
、
そ
の
病
気
に
対
し
て
奮
闘
し
、
対
処
し
て
い
る
様
子
が
、
現
在
残
さ

れ
て
い
る
古
記
録
か
ら
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

「
所
労
」
と
い
う
の
は
、
語
感
か
ら
は
想
像
し
に
く
い
が
、
体
調
不
良
と
か
病

気
を
表
現
す
る
独
特
の
用
語
で
あ
る
。『
日
本
国
語
大
辞
典
』（
小
学
館
）
に
は
、

「
①
わ
ず
ら
い
。
病
気
。」「
②
つ
か
れ
。
疲
労
。」
の
二
つ
の
意
味
が
載
せ
ら
れ
て

い
る
。
ま
た
、
す
で
に
清
水
貴
子
氏
が
『
御
堂
関
白
記
』
や
『
小
右
記
』
の
病
気

や
ケ
ガ
に
関
す
る
表
現
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
て
い
る

）
1
（

が
、
古
記
録
の
用
語
や
用
法

な
ど
国
語
学
的
な
観
点
か
ら
の
研
究
で
あ
り
、
そ
の
実
態
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ

て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
「
所
労
」
の
具
体
的
な
実
態
を
浮
か
び
上
が
ら

せ
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

『
水
左
記
』
承
暦
元
（
一
〇
七
七
）
年
閏
十
二
月
九
日
条
に
は
、
次
の
よ
う
に

記
さ
れ
て
い
る
。

早
旦
臂
加
灸
治（
三
草
）、（
中
略
）
時
剋
推
移
、
此
間
医
師
忠
康
来
、
令
見

臂
、
入
夜
参
南
殿
、
日
者
依
所
労
不
参
、
今
日
参
也
、

こ
の
日
、『
水
左
記
』
の
記
主
で
あ
る
源
俊
房
は
久
し
ぶ
り
に
南
殿
す
な
わ
ち
紫

宸
殿
に
参
上
し
た
。
日
頃
、「
所
労
」
に
よ
っ
て
参
上
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
。

こ
の
と
き
の
俊
房
の
「
所
労
」
と
は
、
医
師
の
診
察
を
受
け
て
い
る
こ
と
か
ら
も

わ
か
る
よ
う
に
、
た
ん
な
る
疲
労
と
い
う
も
の
で
は
な
く
病
気
と
し
て
の
所
労
で

あ
る
。
そ
の
状
態
と
し
て
は
、
医
師
で
あ
る
丹
波
忠
康
に
診
察
を
受
け
て
い
る
臂

（
＝
肘
）
の
不
調
で
あ
り
、
早
朝
の
灸
治
も
こ
の
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

臂
の
「
所
労
」
は
先
月
の
廿
七
日
か
ら
始
ま
っ
た
ら
し
い
。『
水
左
記
』
か
ら
関

係
部
分
を
抄
出
し
て
お
く
。

一
日雪

飄
々
、
寅
剋
許
出
山
房
、
巳
終
入
京
洛
、
須
過
今
明
日
帰
畢
也
、
而
従

去
廿
七
日
左
方
臂
腫
、
心
神
乖
例
、
仍
為
加
療
冶
、
不
満
七
箇
日
所
帰
向

也
、
即
令
見
雅
忠
朝
臣
之
処
、
雖
無
殊
畏
、
可
歴
日
者
之
由
所
示
也
、
又

云
、
煎
冷
柳
蓮
葉
等
常
可
沃
之
、
可
付
黄
牛
糞
、
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（
二

）

二
日
、

辰
剋
許
斉
覚
僧
都
入
坐
、
乍
臥
対
面
、
言
談
移
時
、
臂
腫
様
無
殊
増
減
、

無
間
断
以
薬
湯
沃
之
、
依
此
［
　
　
　
　

］
所
々
被
訪
、
又
依
訪
来
人
々

不
遑
勝
計
、

三
日臂

腫
無
増
減
、
依
訪
来
僧
俗
不
遑
委
、
薬
院
使
忠
康
来
、

廿
七
日
に
で
き
は
じ
め
た
左
臂
の
腫
物
に
よ
り
俊
房
は
予
定
よ
り
早
く
比
叡
山
を

下
山
し
、
閏
十
二
月
一
日
に
医
師
で
あ
る
丹
波
雅
忠
の
診
察
を
受
け
た
。「
雖
無

殊
畏
」、
特
に
心
配
す
る
ほ
ど
で
は
な
い
が
、「
可
歴
日
者
」（
治
る
ま
で
日
数
が

か
か
る
で
あ
ろ
う
）
と
の
診
断
で
あ
っ
た
。「
柳
蓮
葉
」
を
煎
じ
冷
ま
し
た
も
の

を
常
に
患
部
に
か
け
る
こ
と
と
、「
黄
牛
糞
」
を
つ
け
る
よ
う
に
と
、
治
療
の
指

示
が
あ
っ
た
。
俊
房
は
、常
に
薬
湯
を
か
け
よ
と
の
指
示
を
守
っ
て
い
た
よ
う
で
、

二
日
の
記
事
に
も
「
無
間
断
以
薬
湯
沃
之
」
と
あ
る
。
し
ば
ら
く
は
「
臂
腫
様
無

殊
増
減
」・「
臂
腫
無
増
減
」
と
あ
る
よ
う
に
、
症
状
は
続
い
て
い
た
よ
う
で
あ
る

が
、
一
週
間
ほ
ど
た
っ
た
前
掲
九
日
の
条
に
南
殿
に
参
上
の
記
事
が
あ
る
と
こ
ろ

か
ら
見
て
、「
心
神
乖
例
」
と
い
っ
た
当
初
の
症
状
は
だ
い
ぶ
緩
和
さ
れ
た
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
間
も
、
丹
波
雅
忠
は
と
き
お
り
息
子
の
忠
康
を
俊

房
邸
に
さ
し
向
け
経
過
を
見
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

さ
て
、
今
示
し
た
の
は
左
臂
の
腫
れ
物
を
「
所
労
」
と
記
し
た
例
で
あ
る
が
、

こ
の
ほ
か
ど
の
よ
う
な
症
状
を
貴
族
た
ち
は
「
所
労
」
と
呼
ん
で
い
た
の
で
あ
ろ

う
か
、
い
く
つ
か
の
実
例
を
示
す
こ
と
に
し
た
い
。

1
、
部
位
別
「
所
労
」

（
1
）
皮
膚
の
「
所
労
」
…
…
二
禁

　

二
禁
は
貴
族
の
日
記
に
し
ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
、
場
合
に
よ
っ
て
は
死
に
至
る

皮
膚
病
で
あ
る
。
実
例
を
示
そ
う
。

今
日
依
少
二
禁
不
出
行
、（
中
略
）
今
日
被
開
門
、
余
須
参
也
、
雖
然
依
所

労
不
参
、 

（『
殿
暦
』
永
久
二
（
一
一
一
四
）
年
七
月
十
八
日
条
）

今
日
院

勝
講
有
番
論
義
事
云
々
、
二
禁
有
小
増
気
、
所
労
之
由
内
々
申

院
、 

（『
猪
隈
関
白
記
』
承
元
四
（
一
二
一
〇
）
年
五
月
五
日
条
）

　

『
殿
暦
』
の
記
主
藤
原
忠
実
の
「
所
労
」
も
、『
猪
隈
関
白
記
』
の
記
主
藤
原
家

実
の
「
所
労
」
も
、
と
も
に
そ
の
原
因
は
、
二
禁
で
あ
っ
た
。
二
禁
と
は
『
倭
名

抄
』
に
「
邇
岐
美
　

小

也
」
と
あ
る
が
、『
兵
範
記
』
仁
平
三
（
一
一
五
三
）

年
十
二
月
廿
三
日
条
に
「
二
禁
の
勢
、
柑
子
の
如
し
」
と
あ
る
よ
う
に
、
け
し
て

小
さ
な
も
の
ば
か
り
を
指
す
の
で
は
な
く
、
服
部
敏
良
氏
の
指
摘

）
2
（

に
よ
れ
ば
、
今

日
一
般
に
言
わ
れ
る
大
小
の
「
お
で
き
」
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
毒
性

が
強
ま
り
敗
血
症
の
ご
と
き
症
状
と
な
っ
て
、
死
亡
す
る
も
の
も
多
く
、
こ
と
に

糖
尿
病
に
併
発
す
る
と
き
に
は
、
放
置
す
れ
ば
重
症
と
な
り
死
亡
す
る
に
至
る
こ

と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

二
禁
の
治
療
法
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
服
部
氏
が
、『
春
記
』
永
承
七

（
一
〇
五
二
）
年
七
月
一
日
の
後
冷
泉
天
皇
、『
玉
葉
』
承
安
二
（
一
一
七
二
）
年

九
月
廿
日
条
の
高
倉
天
皇
の
二
禁
の
治
療
の
記
述
か
ら
、「
ま
ず
藍
・
大
黄
・
麦

門
冬
な
ど
を
す
っ
て
塗
り
、
冷
水
で
冷
や
し
、
つ
い
で
灸
治
を
行
う
。
も
し
化
膿
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（
三

）

す
れ
ば
、
蛭
飼
あ
る
い
は
針
で
排
膿
を
図
る
の
が
一
般
的
」
と
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
は
、
服
部
氏
が
考
察
を
加
え
て
お
ら
れ
な
い
『
吉
記
』
に
見
え
る
建
春

門
院
の
場
合
を
例
と
し
て
示
そ
う
。『
吉
記
』
安
元
二
（
一
一
七
六
）
年
六
月
九

日
条
に
「
女
院
御
二
禁
、
令
付
大
黄
給
云
々
、
上
下
之
歎
、
何
事
如
之
哉
」
と
あ

り
、
こ
の
と
き
か
ら
し
ば
ら
く
経
過
の
記
述
が
あ
る
。

十
一
日

美
濃
守
参
女
院
、
帰
来
云
、
御
二
禁
両
三
所
令
出
給
、
或
付
大
黄
、
或
及

御
針
云
々
、

十
三
日

女
院
御
腫
物
頗
有
御
増
、
仍
召
医
師
等
（
知
康
法
印
、
施
薬
院
使
憲
基
、

諸
陵
頭
貞
説
、
侍
医
頼
基
、
采
女
正
貞
経
）
有
評
定
、
可
有
御
灸
治
之

由
、
憲
基
・
頼
基
等
令
申
、
典
薬
頭
定
成
日
来
奉
療
治
、
三
人
申
状
已
以

同
前
、
知
康
法
師
不
申
切
、
貞
説
父
子
放
狂
言
云
々
、
次
召
在
憲
泰
親
等
、

被
卜
御
灸
吉
凶
（
其
趣
可
尋
）、
次
定
成
奉
灸
之
（
御
腋
腫
物
上
一
所
、

百
草
云
々
）、
日
来
定
成
之
外
、
不
被
召
他
医
、
不
及
左
右
歟
、

十
七
日

女
院
御
悩
今
朝
又
令
見
出
二
禁
給
、
御
背
云
々
、

廿
七
日

参
・

（
女
）

院
、
可
被
加
御
針
、
今
日
明
日
何
日
可
宜
乎
、
被
行
御
卜
、

　

建
春
門
院
の
二
禁
の
部
位
は
「
腋
」
で
あ
っ
た
。
当
初
は
、
典
薬
頭
和
気
定
成

か
ら
、
大
黄
が
処
方
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
十
一
日
に
は
、
針
を
打
つ
必
要

も
検
討
さ
れ
て
い
る
。
十
三
日
に
な
る
と
、
丹
波
知
康
、
丹
波
憲
基
、
和
気
貞
説
、

丹
波
頼
基
、
和
気
貞
経
と
い
っ
た
当
時
の
医
療
界
の
中
心
人
物
た
ち
が
招
集
さ

れ
、
治
療
に
つ
い
て
の
評
定
が
あ
っ
た
。
丹
波
憲
基
と
頼
基
は
灸
治
が
必
要
で
あ

る
と
意
見
を
述
べ
、
日
頃
治
療
に
当
た
っ
て
い
る
和
気
定
成
も
、
こ
れ
を
支
持
し

た
。
丹
波
知
康
は
結
論
を
出
さ
ず
、
和
気
貞
説
・
貞
経
父
子
は
「
狂
言
」
を
放
っ

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
他
の
場
面
で
は
そ
れ
な
り
の
成
果
を
上
げ
て
い
る
和
気

貞
説
で
あ
る
の
で
、
全
く
と
ん
で
も
な
い
こ
と
を
言
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

そ
も
そ
も
伝
聞
情
報
に
よ
る
記
述
で
あ
る
の
で
、
お
そ
ら
く
、
皇
室
の
一
員
で
あ

る
建
春
門
院
に
対
し
て
、
当
時
の
常
識
か
ら
は
外
れ
た
治
療
法
を
提
言
し
た
こ
と

が
、
周
囲
の
人
々
に
「
狂
言
」
と
受
け
取
ら
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が

確
証
は
な
い
。
結
局
、
日
頃
診
察
を
行
っ
て
い
る
定
成
以
外
を
建
春
門
院
が
近
づ

け
な
か
っ
た
よ
う
で
、
彼
が
灸
治
を
行
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
効
果
は
あ
ま
り
な

か
っ
た
の
か
、
十
七
日
に
な
る
と
二
禁
は
腋
か
ら
背
中
に
広
が
っ
て
き
た
。
排
膿

の
必
要
が
生
じ
た
の
か
、
廿
七
日
に
は
針
治
療
が
検
討
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き

た
。

　

大
黄
の
塗
布
↓
灸
治
↓
針
と
、
冷
水
に
よ
る
罨
水
法
が
な
い
だ
け
で
、
基
本
的

に
は
服
部
氏
指
摘
の
通
り
の
治
療
法
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　

藤
原
宗
忠
の
日
記
『
中
右
記
』
の
承
徳
二
（
一
〇
九
八
）
年
六
月
の
条
に
は
彼

自
身
が
二
禁
に
罹
っ
た
と
き
の
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

六
日
　

候
女
房
陪
膳
、
未
時
許
腰
下
見
付
二
禁
、
已
驚
退
出
之
後
、
令
見
名

医
之
処
、
頗
以
更
発
、
早
可
射
水
者
、
仍
朝
夕
射
水
、
重
厄
之
歳
有
如

此
所
悩
、
甚
以
所
懼
也
、

八
日
　

始
小
祈
於
祇
園
宝
前
、
令
転
読
大
般
若
経
〈
僧
六
口
〉、
且
為
果
往

年
之
願
、
且
為
所
労
平
癒
也
、
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（
四

）

九
日
　

従
今
日
二
禁
頗
有
減
気
、
仍
時
々
射
水
、

十
四
日
　

今
日
依
医
家
説
止
二
禁
射
水
、
祇
園
読
経
結
願
了
、

廿
二
日
　

所
労
之
後
白
地
参
一
条
殿
、
晩
頭
帰
、

　

六
月
六
日
に
二
禁
を
腰
の
下
部
に
発
見
し
た
宗
忠
は
、
早
速
内
裏
を
退
き
名
医

の
診
察
を
受
け
「
射
水
」
す
べ
し
と
の
処
置
を
指
示
さ
れ
、
朝
夕
「
射
水
」
を

行
っ
て
い
る
。
八
日
に
は
所
労
の
平
癒
を
祇
園
に
祈
る
な
ど
し
て
い
た
が
、
九
日

に
な
っ
て「
二
禁
頗
有
減
気
」と
あ
る
よ
う
に
症
状
が
落
ち
着
い
て
き
た
た
め
に
、

朝
夕
の
「
射
水
」
を
「
時
々
」
に
し
て
回
数
を
減
ら
し
て
い
る
。
奇
し
く
も
祇
園

の
読
経
結
願
の
日
、
医
師
の
指
示
に
よ
り
「
射
水
」
を
止
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。

そ
の
後
も
慎
重
に
療
養
し
て
い
た
の
か
、
と
き
お
り
一
条
殿
に
参
る
こ
と
は
あ
っ

た
が
、
正
式
に
公
務
と
し
て
参
仕
す
る
の
は
「
所
労
之
後
初
出
仕
〈
従
去
月
六
日

労
座
也
〉」（
七
月
六
日
条
）
と
あ
る
様
に
、発
症
の
一
ヶ
月
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

宗
忠
の
場
合
は
、
発
症
か
ら
平
癒
ま
で
八
日
間
と
軽
症
で
あ
っ
た
た
め
か
、
大

黄
の
塗
布
や
灸
治
・
鍼
は
行
わ
れ
ず
、「
射
水
」
の
み
の
治
療
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
平
癒
後
、
半
月
も
の
間
、
参
仕
し
な
か
っ
た
こ
と
は
、
宗
忠
が
い
か
に
二
禁

を
恐
れ
て
い
た
か
を
物
語
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
服
部
氏
の
指
摘
の
様
に
二
禁

が
死
に
至
る
事
例
も
あ
り
、
こ
の
恐
怖
は
ひ
と
り
宗
忠
だ
け
の
も
の
で
は
無
く
、

当
時
の
人
々
一
般
の
も
の
だ
と
言
っ
て
良
い
様
で
あ
る
。

（
2
）
足
の
「
所
労
」

　

足
の
「
所
労
」
に
よ
っ
て
公
務
を
欠
席
す
る
記
述
が
多
い
の
は
『
殿
暦
』
で
あ

る
。
記
主
藤
原
忠
実
は
長
治
二
（
一
一
〇
五
）
年
頃
か
ら
「
戌
時
許
参
内
、
頃
之

退
出
、
依
足
所
労
退
出
也
」（
長
治
二
年
六
月
廿
三
日
条
）
な
ど
と
あ
る
よ
う
に

足
の
「
所
労
」
を
記
録
し
始
め
、天
永
三
（
一
一
一
二
）
年
に
も
「
有
御
前
試
事
、

余
候
御
前
、
足
所
労
猶
不
快
、
仍
未
了
以
前
退
出
」（
十
一
月
十
三
日
条
）「
此
両

三
日
有
足
所
労
」（
十
一
月
十
五
日
条
）、
永
久
三
（
一
一
一
五
）
年
に
は
「
不
出

行
、依
足
所
労
也
」（
八
月
一
日
条
）
と
見
え
る
。
さ
ら
に
永
久
五
（
一
一
一
七
）

年
は
、
五
月
五
・
十
四
・
十
七
・
十
八
・
十
九
日
、
七
月
十
五
・
十
八
・
廿
九
日
、

八
月
八
日
、十
二
月
六
・
七
・
廿
五
日
と
五
月
か
ら
年
末
ま
で
「
足
所
労
」
に
よ
っ

て
「
不
出
行
」
と
い
う
記
事
が
続
い
て
い
る
。

　

足
は
外
出
に
直
結
す
る
部
位
だ
け
に
足
の
「
所
労
」
に
よ
る
公
務
の
欠
勤
は
他

に
も
見
え
て
い
る
。
た
と
え
ば
、『
権
記
』
長
徳
四
（
九
九
八
）
年
九
月
廿
三
日

条
に
は
、

頭
中
将
被
示
云
、
右
大
将
表
可
返
進
之
由
奉
勅
已
了
、
須
早
詣
彼
殿
也
、
両

日
者
脚
下
聊
有
所
労
、不
能
着
襪
、為
之
如
何
、若
差
地
下
中
少
将
進
之
如
何
、

と
あ
り
、
頭
中
将
は
「
脚
下
」
に
「
所
労
」
が
あ
る
の
で
代
理
を
送
ろ
う
か
と
い

う
話
に
な
っ
て
い
る
。

　

『
小
右
記
』
長
和
四
（
一
〇
一
五
）
年
七
月
七
日
条
に
は
、

左
相
府
足
更
不
快
、
猶
不
被
踏
立
、
久
起
居
太
苦
、
仍
多
以
被
臥
、
進
退
惟

谷
、
左
相
府
所
被
労
之
足
殊
細
、
身
尻
等
肉
已
無
、

居
尻
太
痛
、
仍
不
能

久
居
、
忽
不
可
踏
立
、
猶
似
有
悩
気
云
々
、
右
衛
門
督
所
示
送
也
、
昨
参
謁

所
見
云
々

左
大
臣
が
足
の
「
労
」
に
よ
っ
て
、
立
つ
こ
と
も
ま
ま
な
ら
ず
寝
込
ま
ざ
る
を
得
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（
五

）

な
い
状
態
で
あ
り
、
下
半
身
が
痩
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
状
況
が
語
ら
れ
て
い
る
。

　

『
中
右
記
』
保
安
四
（
一
一
二
三
）
年
二
月
十
九
日
条
に
は

御
即
位
也
、
辰
刻
参
内
、
右
府
内
府
以
下
両
三
人
被
参
仕
也
、
頭
弁
来
招
予
、

伝
殿
下
命
云
、
今
日
内
弁
太
政
大
臣
也
、
今
朝
先
参
内
可
被
奏
宣
命
也
、
而

今
俄
所
労
出
来
不
能
出
仕
之
由
所
被
申
巳

（
也
ヵ
）、

依
為
大
事
殿
申
院
了
、
但
被
尋

例
之
処
、
去
応
徳
三
年
堀
河
院
御
即
位
日
、
内
弁
内
大
臣（
後
二
条
殿
）、
御

足
所
労
不
参
内
給
、相
扶
参
八
省
被
奏
宣
命
也
、准
彼
例
於
八
省
被
奏
如
何
、

予
申
云
、
応
徳
之
例
已
為
吉
例
、
於
八
省
被
奏
何
事
候
口

（
哉
ヵ
）、

と
あ
る
。
こ
の
と
き
の
即
位
の
儀
の
内
弁
太
政
大
臣
源
雅
実
が
俄
の
所
労
で
参
内

で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
へ
の
対
応
と
し
て
、
応
徳
三
（
一
〇
八
六
）
年
の
堀
河
天

皇
即
位
の
際
の
先
例
が
持
ち
出
さ
れ
て
き
て
い
る
。
す
な
わ
ち
後
二
条
殿
藤
原
師

通
が
足
の
所
労
に
よ
っ
て
参
内
せ
ず
に
八
省
院
で
宣
命
を
奏
し
た
前
例
で
あ
る
。

内
裏
に
は
不
参
で
、
八
省
院
な
ら
ば
可
能
で
あ
る
と
い
う
の
は
徒
歩
で
歩
く
距
離

の
違
い
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

ま
た
、『
中
右
記
』
元
永
元
（
一
一
一
八
）
年
三
月
十
九
日
条
に
は

又
今
年
相
当
凶
年
、
仍
可
行
非
常
敏
、
但
触
伊
勢
太
神
宮
并
八
幡
宮
訴
者
非

免
限
、
予
問
、
依
何
年
例
可
行
載
、
蔵
人
弁
答
云
、
此
事
本
不
奉
也
、
頭
弁

被
沙
汰
也
、
俄
有
足
所
労
不
能
行
歩
間
、
依
頭
弁
被
下
知
許
也
、

と
あ
り
、
真
偽
の
程
は
わ
か
ら
な
い
が
、
頭
弁
が
俄
に
足
の
所
労
に
よ
っ
て
歩
行

で
き
な
く
な
っ
た
た
め
に
蔵
人
弁
が
公
務
を
交
替
し
て
行
っ
て
い
る
様
子
が
記
る

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
足
の
所
労
は
、
移
動
に
障
害
と
な
る
こ
と
が
明
白

な
た
め
、
公
務
を
忌
避
し
や
す
い
理
由
に
な
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
足
の「
所
労
」の
治
療
に
つ
い
て
と
く
に
語
ら
れ
て
は
い
な
い
が
、

他
の
病
気
同
様
に
鍼
灸
の
措
置
は
施
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
し
、
後
述
す
る
よ
う
な
湯

治
も
お
な
わ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、『
殿
暦
』
永
久
五
（
一
一
一
七
）

年
六
月
廿
九
日
条
に
は
「
余
依
灸
治
足
所
勞
不
參
、(

中
略
）
但
依
灸
治
足
無
術

不
參
也
」
と
あ
り
、
灸
治
も
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
の
ほ
か
、「
所
労
脚
病
」（『
小
右
記
』
長
元
元
（
一
〇
二
八
）
年
八
月
三
日
条
）

の
よ
う
に
、
足
を
「
脚
」
と
し
て
所
労
を
記
す
場
合
も
あ
る
。

（
3
）
手
の
「
所
労
」

　

『
中
右
記
』
長
承
三
（
一
一
三
四
）年
閏
十
二
月
十
五
日
条
に「
民
部
卿
被
示
云
、

連
日
手
所
労
不
組
取
筥
文
」
な
ど
と
あ
る
よ
う
に
、
足
に
「
所
労
」
が
あ
る
の
で

あ
れ
ば
、
当
然
手
の
「
所
労
」
も
考
え
ら
れ
る
の
だ
が
、
意
外
と
そ
の
記
述
は
少

な
い
。
こ
の
他
の
わ
ず
か
な
記
録
と
し
て
は
、『
古
今
著
聞
集
』
の
「
三
〇
六
　

宇
治
内
大
臣
頼
長
師
恩
を
重
ん
ず
る
事
」
に
次
の
よ
う
な
話
が
お
さ
め
ら
れ
て
い

る
。

後
白
河
院
在
藩
の
御
時
、
保
延
五
年
十
二
月
廿
七
日
、
待
賢
門
院
の
御
所
、

三
條
殿
に
て
御
元
服
あ
り
け
り
。
仙
院
も
御
座
あ
り
け
り
。
左
大
臣
ぞ
加
冠

は
し
給
け
る
。
御
遊
の
笙
の
事
、
内
大
臣
に
仰
ら
れ
け
る
に
、
去
四
日
春
宮

大
夫
師
頼
卿
う
せ
ら
れ
に
し
に
、
い
く
程
も
な
く
て
、
笙
を
吹
ん
事
憚
あ
り

と
て
、
手
に
所
労
の
由
を
申
さ
れ
て
、
吹
給
は
ざ
り
け
り
。
漢
書
説
は
近
代

よ
み
傳
た
る
人
ま
れ
に
侍
に
、
彼
大
夫
江
家
の
説
を
つ
た
へ
ら
れ
た
り
け
れ
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（
六

）

ば
、
内
府
習
給
け
り
。
師
を
お
も
ん
ず
る
禮
、
い
み
じ
く
ぞ
侍
る
。

　

こ
の
場
合
は
、
本
当
に
手
に
何
か
し
ら
病
気
や
ケ
ガ
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で

は
な
く
、
笙
を
吹
か
な
い
た
め
の
口
実
と
し
て
手
の
所
労
が
使
わ
れ
て
い
る
の
だ

が
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
口
実
と
し
て
通
用
す
る
ほ
ど
手
の
所
労
も
一
般
的
で

あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
手
の
場
合
は
足
や
腰
な
ど
他
の
部
位
と
は
異
な
り
、
そ

れ
に
よ
っ
て
公
事
を
欠
席
す
る
な
ど
の
必
然
性
が
乏
し
い
た
め
、
現
実
に
は
い
ろ

い
ろ
な
症
状
が
出
て
い
た
が
、
記
録
さ
れ
に
く
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

（
4
）
腹
の
「
所
労
」

　

急
な
腹
痛
や
下
痢
は
私
た
ち
現
代
人
も
身
近
な
病
気
で
あ
る
。『
民
経
記
』
寛

喜
元
（
一
二
二
九
）
年
六
月
十
九
日
条
に
「
定
通
卿
示
送
云
、
去
比
依
腹
病
所
労

服
薬
事
候
」
と
あ
り
、「
腹
病
」
に
よ
り
服
薬
し
て
い
る
と
こ
と
が
わ
か
る
。「
腹

病
」
と
だ
け
し
か
記
述
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
そ
の
実
体
は
不
明
で
あ
る
。

　

こ
の
ほ
か
、
下
痢
も
腹
病
に
加
え
て
考
え
て
良
い
の
で
あ
れ
ば
、
以
下
の
例
を

示
す
こ
と
が
出
来
る
。

行
経
所
労
痢
病
未
平
損
、
可
難
候
出
居

（『
小
右
記
』
万
寿
四
（
一
〇
二
七
）
年
七
月
廿
二
日
条
）

終
日
障
居
、
所
労
是
痢
病
也
、
未
平
愈
、
仍
不
出
仕
也
、
自
内
有
召
、
然
而

不
参
入
、 

（『
春
記
』
長
久
二
（
一
〇
四
一
）
年
二
月
三
日
条
）

予
即
退
出
、
所
労
痢
病
頗
宜

（『
春
記
』
長
暦
三
（
一
〇
三
九
）
年
十
一
月
七
日
条
）

依
山
座
主
事
、
従
右
大
臣
殿
有
召
、
而
従
一
昨
日
有
小
所
労
、
不
能
参
入
〈
痢

病
也
〉 

（『
中
右
記
』
康
和
四
（
一
一
〇
二
）
年
三
月
廿
九
日
条
）

依
痢
病
所
労
火
急 

（『
民
経
記
』
安
貞
元
（
一
二
二
七
）
年
七
月
廿
七
日
条
）

　

い
ず
れ
も
下
痢
を
所
労
と
称
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
し
ば
し
ば
下
痢
を
起
こ

し
て
い
る
現
代
人
の
目
か
ら
見
る
と
、
腹
病
や
下
痢
の
記
述
は
二
禁
や
足
・
腰
の

所
労
と
比
べ
、
驚
く
ほ
ど
少
な
い
。
胃
腸
が
丈
夫
で
あ
っ
た
の
か
、
神
経
性
の
下

痢
な
ど
を
起
こ
さ
な
く
て
良
か
っ
た
の
か
、
定
か
で
は
な
い
。

　

（
5
）
腰
の
「
所
労
」

　

「
足
腰
が
弱
る
」
な
ど
と
、
足
と
並
ん
で
老
化
現
象
が
出
や
す
い
と
さ
れ
る
部

分
が
腰
で
あ
る
。
記
録
類
に
は
腰
の
「
所
労
」
の
記
述
を
い
く
つ
か
見
る
こ
と
が

出
来
る
。

　

ま
ず
、『
殿
暦
』
の
永
久
四
（
一
一
一
六
）
年
四
月
五
日
条
に
は
「
今
日
不
出

向
、
依
腰
所
労
也
」、
同
六
日
条
に
は
「
今
日
神
事
也
、
終
日
沐
浴
、
依
腰
所
労

也
」
な
ど
と
あ
り
腰
の
不
調
を
訴
え
て
い
る
が
、『
殿
暦
』
の
記
主
藤
原
忠
実
は

こ
の
年
ま
だ
三
九
才
（『
公

補
任
』）
で
あ
り
、
老
化
現
象
と
し
て
の
腰
痛
で
は

な
い
様
で
あ
る
。

　

ま
た
、『
民
経
記
』
寛
喜
三
（
一
二
三
一
）
年
五
月
七
日
条
に
も
「
可
申
之
趣

如
此
、
可
持
参
候
之
処
、
腰
所
労
無
術
候
之
間
、
且
令
申
候
也
」
と
あ
り
、
腰
の

所
労
に
悩
ま
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

（
6
）
歯
の
「
所
労
」

　

事
例
は
少
な
い
が
、
歯
の
所
労
の
記
事
も
あ
る
。『
猪
隈
関
白
記
』
安
貞
二

（
一
二
二
八
）
年
十
一
月
十
七
日
条
に
は
「
歯
い
た
く
て
右
面
頗
腫
、
召
施
薬
院
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（
七

）

使
頼
季（
丹
波
）朝
臣
令
見
之
、
此
所
労
若
此
歯
故
歟
之
由
令
申
之
、
加
療
治
」
と

あ
り
、
原
因
は
わ
か
ら
な
い
が
歯
の
痛
み
に
よ
っ
て
右
の
顔
が
腫
れ
上
が
っ
て

い
る
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、『
春
記
』
長
久
元
（
一
〇
四
〇
）
年

十
二
月
廿
日
条
に
は
「
已
剋
許
参
関
白
殿
、
令
申
右
府
御
返
事
、
命
云
、
所
労
之

歯
頗
宜
」
と
あ
り
、
こ
の
場
合
は
歯
痛（
？
）は
お
さ
ま
っ
て
い
る
様
で
あ
る
。

　

（
7
）
目
の
「
所
労
」

　

目
の
所
労
に
つ
い
て
も
、
数
は
少
な
い
が
事
例
が
検
出
で
き
た
。『
中
右
記
』

元
永
元
（
一
一
一
八
）
年
正
月
十
六
日
条
に
は
「
除
目
初
夜
也
・
仍
戌
剋
許
参

内
、
先
参
殿
下
御
宜
慶
、
只
今
令
参
給
也
、
申
人
々
所
望
事
、
殿
下
被
仰
云
、
此

一
両
日
目
之
所
労
出
来
」
と
あ
り
殿
下
藤
原
忠
実
が
一
両
日
目
の
不
調
を
訴
え
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、『
中
右
記
』
永
長
元
（
一
〇
九
六
）
年
八
月
二
日

条
に
は
「
入
夜
江
中
納
言
被
申
送
云
、
日
者
目
有
所
労
、
而
相
扶
欲
参
入
処
甚
以

辛
苦
、
早
可
申
此
旨
者
、
則
参
殿
下
、
付
経
敏
申
此
旨
、
仰
云
、
已
為
急
事
、
早

奏
事
由
可
催
他
上
卿
」
と
あ
り
、
中
納
言
大
江
匡
房
が
目
の
所
労
の
辛
苦
に
よ
っ

て
、
上
卿
を
交
替
し
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、『
中
右
記
』

大
治
二
（
一
一
二
七
）
年
四
月
九
日
条
に
「
依
目
所
労
不
参
間
也
」、『
同
』
長
承

二
（
一
一
三
三
）
年
八
月
廿
一
日
条
に
「
右
少
弁
顕
業
目
所
労
不
出
仕
也
」
な
ど

と
あ
り
、
文
書
の
閲
覧
を
伴
う
政
務
の
場
合
、
眼
病
や
目
の
不
調
は
致
命
的
で

あ
っ
た
様
で
あ
る
。

（
8
）
そ
の
他
の
「
所
労
」

　

こ
の
他
に
も
、「
忽
称
胸
所
労
更
発
」（『
愚
昧
記
』
仁
安
三
（
一
一
六
八
）
年

十
一
月
廿
日
条
）、「
胸
所
労
更
発
」（『
民
経
記
』
貞
永
元
（
一
二
三
二
）
年
二
月

断
簡
）と
あ
る
様
に
胸
、「
依
所
労
膝
難
堪
」（『
御
堂
関
白
記
』寛
仁
三（
一
〇
一
九
）

年
三
月
十
四
日
条
）
と
あ
る
様
に
膝
な
ど
の
部
位
も
所
労
が
発
し
て
い
る
。
ま

た
、「
有
所
労〈
痔
病
〉」（『
小
右
記
』
寛
仁
四
（
一
〇
二
〇
）
年
十
二
月
廿
七
日

条
）
と
あ
る
様
に
痔
、「
所
労
、
是
寸
白
也
」（『
春
記
』
長
久
元
（
一
〇
二
八
）

年
十
二
月
十
日
条
）と
あ
る
様
に
寸
白
、な
ど
の
よ
う
な
病
名
を
指
す
所
労
も
あ
っ

た
。
ま
た
、「
雑
熱
所
労
」（『
民
経
記
』安
貞
元（
一
二
二
七
）年
六
月
十
五
日
条
』）

と
あ
る
よ
う
に
、
症
状
を
指
す
所
労
も
あ
っ
た
。

　

こ
の
他
、『
吉
記
』
安
元
二
（
一
一
七
六
）
年
五
月
廿
九
日
条
に
は
「
朝
女
房

所
労
今
日
更
発
、
仍
令
修
泰
山
府
君
祭
、
在
憲
朝
臣
勤
修
之
、
又
行
招
魂
祭
」、

所
労
の
た
め
に
泰
山
府
君
祭
や
招
魂
祭
が
行
わ
れ
て
い
る
。
所
労
の
原
因
が
は
っ

き
り
し
な
い
場
合
に
は
、『
同
』
六
月
四
日
条
に
「
女
房
所
労
更
発
、
旁
以
為
奇
、

招
権
暦
博
士
憲
定
令
占
之
処
、
鬼
霊
之
上
、
艮
神
成
祟
云
々
」
と
あ
る
よ
う
に
、

「
鬼
霊
」
や
「
祟
り
」
と
し
て
理
由
付
け
を
す
る
し
か
な
か
っ
た
よ
う
な
事
例
も

残
さ
れ
て
い
る
。

　

以
上
見
て
き
た
様
に
、「
所
労
」
と
は
体
の
ほ
と
ん
ど
全
て
の
部
位
に
わ
た
っ

て
使
用
さ
れ
る
用
語
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

2
、「
所
労
」
の
治
療

　

所
労
が
体
全
般
に
わ
た
る
以
上
、
そ
の
治
療
法
も
ほ
と
ん
ど
当
時
の
医
学
の
治

療
法
を
網
羅
し
た
も
の
と
な
る
が
、
主
な
も
の
を
示
し
て
お
く
。
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（
八

）

　

（
1
）
生
薬
療
法

　

『
春
記
』
長
久
元
（
一
〇
二
八
）
年
十
二
月
二
日
条
に
「
所
労
猶
不
得
平
復
、

以
生
栗
治
之
、
以
湯
令
洗
足
下
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
生
栗
」
な
ど
の
生
薬
を

以
っ
て
（
こ
の
場
合
は
「
生
薬
」
の
誤
り
か
も
し
れ
な
い
が
）
そ
の
治
療
に
当
た

る
方
法
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
、も
ち
ろ
ん
そ
の
症
状
に
も
よ
る
が
、

『
小
右
記
』
正
暦
四
（
九
九
三
）
年
五
月
廿
四
日
条
に
、

昨
日
明
杲
已
講
示
送
云
、
日
来
有
所
労
、（
生
）薑
煎
・
呵
梨
勒
丸
等
令
合
薬
、

可
馳
送
者
、
仍
生
薑
煎
令
作
、
今
朝
付
廻
下
送
也
、
至
呵
梨
勒
丸
、
無
牽
牛

子
不
能
候

（
昨
ヵ
）

之
由
、
自
典
薬
頭
許
示
送
之
、

と
あ
る
よ
う
に
、「
生
薑
煎
」
や
「
呵
梨
勒
丸

）
3
（

」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、「
資
房
今
日
服
韮
、
似
有
験
、
所
労
頗
者
」（『
小
右
記
』
万
寿
二

（
一
〇
二
五
）
年
八
月
廿
三
日
条
）
と
あ
る
韮
・
蒜
の
服
用
例

）
4
（

も
多
い
。
ま
た
先

に
二
禁
の
治
療
法
で
も
触
れ
た
が
「
煎
冷
柳
蓮
葉
等
常
可
沃
之
、
可
付
黄
牛
糞
」

（『
水
左
記
』
承
暦
元
（
一
〇
七
七
）
年
閏
十
二
月
一
日
条
）
と
あ
る
「
柳
蓮
葉
」

や
「
黄
牛
糞
」、「
今
朝
所
労
頗
有
減
気
、
是
桃
皮
湯
之
験
歟
」（『
水
佐
記
』
永
保

元
（
一
〇
八
一
）
年
十
月
一
日
条
）
と
あ
る
「
桃
皮
湯
」
な
ど
が
症
状
に
応
じ
て

「
所
労
」
の
た
め
の
薬
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
様
で
あ
る
。

　

（
2
）
温
泉
療
法

　

温
泉
療
法
す
な
わ
ち
湯
治
は
現
在
で
も
普
及
し
て
い
る
治
療
法
で
あ
る
。当
時
、

病
気
の
治
療
の
た
め
温
泉
に
入
る
こ
と
は「
為
治
身
病
明
日
向
有
馬
温
泉（
摂
津
）」

（『
小
右
記
』
寛
仁
三
（
一
〇
一
九
）
年
二
月
十
五
日
条
）
と
あ
る
様
に
一
般
的
で

あ
っ
た
。

　

当
然
、「
所
労
」
の
治
療
の
た
め
に
も
当
時
は
行
わ
れ
て
い
た

）
5
（

。『
中
右
記
』
天

永
三
（
一
一
一
二
）
年
九
月
廿
八
日
条
に
は
「
退
帰
之
次
、
行
向
少
将
許
、
是

依
所
労
明
旦
為
浴
温
湯
可
行
向
遠
所
也
」
と
あ
り
、
所
労
の
治
療
の
た
め
遠
所

の
温
泉
に
出
か
け
て
い
く
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
民
経
記
』
寛
喜
三

（
一
二
三
一
）
年
十
月
六
日
条
に
は
「
被
仰
、
一
大
外
記
師
兼
依
所
労
下
向
温
泉

事
、
所
労
云
々
」
と
あ
り
、
大
外
記
中
原
師
兼
が
所
労
の
治
療
の
た
め
温
泉
に
出

か
け
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る

）
6
（

。

　

（
3
）
鍼
灸
療
法

　

先
に
二
禁
の
治
療
法
の
な
か
で
、
鍼
と
灸
の
治
療
法
が
あ
っ
た
こ
と
は
述
べ
た

が
、
両
者
の
内
、
灸
治
の
方
が
遙
か
に
一
般
的
で
、
鍼
の
例
は
少
な
い
。

　

灸
治
の
例
と
し
て
は
、

弁
家
経（
藤
原
）当
行
事
巡
、
而
有
所
労
灸
治
、
不
堪
出
仕
者
、

（『
小
右
記
』
長
元
四
（
一
〇
三
一
）
年
八
月
一
日
条
）

依
御
物
忌
無
御
對
面
云
々
、
足
所
勞
灸
治
之
間
不
能
出
仕
、

（『
殿
暦
』
永
久
五
（
一
一
一
五
）
年
五
月
廿
九
日
条
）

余
依
灸
治
足
所
勞
不
參
、
…
…
但
依
灸
治
足
無
術
不
參
也
、

（『
殿
暦
』
永
久
五
年
六
月
廿
九
日
条
）

今
日
有
灸
治
事
、〈
項
一
所
、
背
両
所
、
腹
両
所
〉
針
博
士
康
氏（
丹
波
）勤

之
、
所
労
頻
更
発
、
仍
有
此
事
、

（『
猪
隈
関
白
記
』
建
仁
二
（
一
二
〇
二
）
年
四
月
廿
日
条
）
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（
九

）

な
ど
の
記
述
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
灸
治
は
所
労
の
治
療
法
と
し
て
頻
繁
に
用
い

ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
鍼
が
所
労
の
治
療
に
用
い
ら
れ
た
こ
と

を
示
す
史
料
は
少
な
く
、『
猪
隈
関
白
記
』
建
仁
三
（
一
二
〇
三
）
年
三
月
廿
七

日
条
に有

御
幸
、
下
官
依
口
所
労
不
参
、
其
由
示
頭
弁
長
房
朝
臣
許
（
略
）、
口
所

労
猶
無
術
、
以
医
博
士
長
基（
丹
波
）令
針
、

と
あ
る
も
の
し
か
例
が
見
出
せ
な
か
っ
た
。

　

（
4
）
蛭
療
法

　

蛭
に
膿
や
悪
血
を
吸
わ
せ
る
治
療
法
は
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
れ

が
所
労
の
治
療
と
し
て
も
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、『
御
堂
関
白
記
』
長
和
五

（
一
〇
一
六
）
年
三
月
廿
六
日
条
に

《
蛭
喰
》
所
労
方
蛭
喰
足
、

と
あ
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
。
症
状
を
詳
し
く
知
る
こ
と
は
出
来
な
い
た
め
、
膿
を

吸
い
出
す
た
め
な
の
か
、
悪
血
を
除
去
す
る
た
め
な
の
か
、目
的
は
不
明
で
あ
る
。

お
わ
り
に
か
え
て
…
…
展
望
と
課
題

　

以
上
、
平
安
か
ら
鎌
倉
期
に
か
け
て
の
古
記
録
に
記
述
さ
れ
る
「
所
労
」
と
そ

の
治
療
法
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
検
討
を
加
え
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
ほ
と
ん
ど

体
の
全
て
の
部
分
に
つ
い
て
の
病
気
、
或
い
は
原
因
が
不
明
で
何
か
の
祟
り
で
あ

る
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
体
調
不
良
ま
で
「
所
労
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
っ
た
。

　

し
か
し
、
記
録
を
詳
細
に
検
討
し
て
み
る
と
、
た
と
え
ば
「
聊
有
所
思
慮
、
称

所
労
不
参
」（『
小
右
記
』
長
和
三
（
一
〇
一
四
）
年
三
月
五
日
条
）、「
然
而
所
労

猶
不
快
、
仍
不
可
供
奉
之
由
令
故
露
畢
、
実
平
愈
、
而
暫
為
休
息
不
出
仕
也
」（『
春

記
』
長
暦
二
（
一
〇
三
八
）
年
十
月
十
九
日
）
な
ど
の
よ
う
に
、
実
は
病
気
で
は

な
い
、
或
い
は
治
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
所
労
と
称
し
て
」
公
務
な
ど
を

欠
席
す
る
、
つ
ま
り
い
わ
ゆ
る
仮
病
の
「
所
労
」
も
数
多
く
存
在
す
る
。
そ
れ
が

あ
ま
り
咎
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
診
断
書
の
よ
う
な
証
明
書
の
提
出
も
求
め
ら
れ
て

い
な
い
。
当
時
の
貴
族
社
会
は
、
そ
の
点
、
非
常
に
ゆ
る
や
か
で
あ
っ
た
と
言
っ

て
良
い
。
次
稿
で
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
い
。

註（
1
）

　

清
水
貴
子
『
平
安
後
期
公
卿
日
記
の
日
本
語
学
的
研
究
』（
翰
林
書
房
）
第
四
章
第
2

節
『
御
堂
関
白
記
』
に
お
け
る
「
病
気
」・「
怪
我
」
に
関
す
る
表
現
、
同
第
5
節
『
小

右
記
』
に
お
け
る
「
病
気
」・「
怪
我
」
に
関
す
る
表
現
。
と
く
に
第
2
節
に
お
い
て
は
、

「
注
意
さ
れ
る
表
現
の
類
型
」
と
し
て
「
有
所
悩
」
と
「
有
所
労
」
を
と
り
あ
げ
て
お
り
、

「
両
者
の
用
法
に
差
は
見
ら
れ
な
い
」
と
結
論
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
記
主
藤
原
道
長
は

「
用
例
数
か
ら
見
て
「
有
所
労
」
の
方
を
「
有
所
悩
」
よ
り
も
好
ん
で
用
い
た
と
考
え
ら

れ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。

（
2
）

　

服
部
敏
良
『
王
朝
貴
族
の
病
状
診
断
』（
吉
川
弘
文
館
）

（
3
）

　

呵
梨
勒
丸
に
つ
い
て
は
「
今
日
服
呵
梨
勒
丸
、
数
度
瀉
、
已
有
其
験
」（『
小
右
記
』

永
延
元
年
六
月
十
一
日
条
）、「
前
日
服
呵
梨
勒
丸
之
後
所
労
已
平
損
」（『
小
右
記
』
同
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（
一
〇

）

十
四
日
条
）
な
ど
の
よ
う
に
、
下
剤
と
し
て
比
較
的
頻
繁
に
服
用
さ
れ
て
い
た
よ
う
で

あ
り
、
そ
の
数
も
「
廿
」（『
小
右
記
』
治
安
三
年
十
一
月
廿
二
日
条
）、「
三
十
丸
」（『
小

右
記
』
正
暦
四
年
四
月
十
八
日
条
）、「
六
十
」（『
小
右
記
』
治
安
三
年
七
月
四
日
条
）

と
症
状
に
応
じ
て
増
減
さ
れ
て
い
た
。

（
4
）

　

「
今
日
依
所
労
服
蒜
」（『
殿
暦
』
長
治
元
年
五
月
廿
七
日
条
）
な
ど
。「
従
今
日
主
上

服
蒜
御
也
」（『
中
右
記
』
嘉
保
元
年
六
月
廿
日
条
）
と
あ
る
よ
う
に
、
天
皇
も
服
用
し

て
い
た
。

（
5
）

　

た
と
え
ば
、「
仍
罷
出
為
加
湯
治
也
、
去
夜
所
労
此
寅
時
頗
宜
気
侍
也
」（『
殿
暦
』

康
和
五
年
正
月
廿
九
日
条
）、「
風
病
発
動
可
被
湯
治
」（『
後
二
条
師
通
記
』
寛
治
六
年

十
一
月
七
日
条
）
な
ど
の
よ
う
に
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
た
療
法
で
あ
っ
た
。
ま
た
、「
此

間
主
上
御
湯
治
」（『
殿
暦
』
長
治
二
年
十
月
十
日
条
）
の
よ
う
に
天
皇
も
行
っ
て
い
る
。

（
6
）

　

温
泉
に
出
か
け
て
い
く
湯
治
の
他
に
、「
余
口
内
ニ
喰
蛭
、
又
脛
加
湯
治
」（『
殿
暦
』

嘉
承
二
年
五
月
廿
八
日
条
）
の
よ
う
に
、
部
分
的
に
お
湯
を
か
け
る
よ
う
な
湯
治
も
あ
っ

た
。
記
録
中
、
外
出
の
記
述
が
無
く
行
わ
れ
て
い
る
「
湯
治
」
は
後
者
の
場
合
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
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